
自宅の評価は軽減される？ 

 

はじめに 

 

自宅は評価額が軽減されるから相続税がかか

らないので安心。だから、相続税の申告も必要な

い。と思っている方は危険です。 

この制度は、小規模宅地等の特例と言い、みな

さまもすでにご存知でしょう。お得になる点のみ

記憶に残るでしょうが、このお得な制度にも注意

点があります。 

 

小規模宅地等の特例 

 

小規模宅地等の特例とは、個人が、相続又は遺

贈により取得した財産のうち、被相続人等の居住

の用に供されていた宅地等で、一定の選択をした

ものについては限度面積までの部分については、

相続税の評価額を減額できる制度です。 

 

具体的な例でみると、居住の用に供されていた

宅地での現制度では、330 ㎡まで 80％減額、つま

り本来の評価額の 20％まで評価が下がります。 

相続人にとっては、ありがたい制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

注意点 

 

 評価が下がるという点だけが、一人で走り出し

て、申告書の提出については無関心。この制度は、

申告書の提出があって初めて適用されます。よっ

て、申告書を提出しないと自宅の評価は 100％の

ままの評価となり、相続税が必要かもしれません。 

申告期限が過ぎて、税務署から指摘されても後の

祭りです。 

 

おわりに 

 

 相続税の制度の中でも、多くのお得な制度はあ

ります。しかし、これらは複雑なため適用につい

ては ASK までご相談ください。 
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